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寒河江市住民票等コンビニ交付システム構築業務委託 

 公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 業務の名称 

寒河江市住民票等コンビニ交付システム構築業務委託 

 

２ 業務の目的等 

市民が市役所に来庁せず、必要な時にコンビニエンスストアで証明書を取得すること

ができ、また市役所窓口に設置した証明書自動交付機を市民が操作することにより証明

書等の取得に係る時間の短縮による市民サービスの向上を図るとともに、窓口業務の効

率化と職員負担を軽減することを目的とする。 

 

３ 業務概要 

本業務の主な内容は以下のとおりとする。 

（１） ガバメントクラウド上に、基幹システムと連携する基幹系連携システムを構築す

ること。 

（２） 重要機密室内に、J-LIS（LGWAN）との接続及び基幹系交付システムを搭載す

る連携サーバを構築すること。 

（３） 法務省の指導に基づく戸籍原本参照方式を実現するため、連携サーバ内にガバメ

ントクラウド上の戸籍システムと連携する戸籍系交付システムを構築すること。

戸籍系交付システム内には戸籍データの複製を持たせないこと。 

（４） 基幹系交付システムにて作成した証明書データ及び戸籍系交付システムにて戸

籍システムより受信した証明書データは、連携サーバを経由し LGWAN 回線に

より J-LIS に転送し、コンビニ及び窓口キオスク端末での発行を可能にするこ

と。 

（５） 市民生活課窓口へのキオスク端末、監視カメラの調達、設置及び稼働をさせるこ

と。 

 

４ 契約期間 

 （１） 契約期間 

     契約日の翌日から令和 11年 3月 31日まで 

  （２） 交付システム構築期間 

契約締結日の翌日から令和 9年 2月 26日まで 

※ただし、交付サービスは令和 9 年 2 月 1 日から開始することとし、2 月 1 日

から 2 月 26 日までは先行稼働期間として運用しつつ最終検収を行うものとす
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る。受注者は工程表を事前に提出すること。 

（３） 運用保守期間 

令和 9年 2月 1日から令和 11年 3月 31日まで（26か月） 

 

５ 提案上限額 

 総額 ８３，４６８，０００円（消費税を含む）とする。 

 

６ 参加資格要件 

 公募型プロポーザル方式に参加する者は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２項の 

規定に該当しないこと。 

（２） 寒河江市建設工事請負業者等指名停止規定に基づく指名停止措置を受けていないこ 

と。 

（３） 寒河江市業務委託契約約款第３８条第１項第１０号に該当するものでないこと。 

（４） 寒河江市契約に関する規則（平成９年市規則第１２号）第２５条第３項の規定によ 

   る競争入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。ただし、登録されてい 

ない者であっても、参加申込書等の提出期限までに登録申請をし、本市が受理した場 

合は参加資格を有するものとする。 

（５） 協力会社がある場合、協力会社は（１）から（３）までの全ての要件を満たしてい 

ること。 

（６） その他、当該業務ごとに市長が別に資格を定めるときは、当該資格を有するもの。 

 

７ スケジュール 

項目 日程 

プロポーザル実施の公告 令和８年 ５月１２日（火） 

質問書の提出期限 令和８年 ５月１５日（金） 

質問書に対する回答 令和８年 ５月１８日（月） 

参加申込書・企画提案書等の提出開始 令和８年 ５月１８日（月） 

参加申込書・企画提案書等の提出期限 令和８年 ５月２５日（月） 

プレゼンテーション・ヒアリングの実施予定日 令和８年 ６月２６日（金） 

審査結果の公表・通知 令和８年 ６月 下旬 

賃貸借契約の締結 令和８年 ７月 上旬 

 

８ 実施方法 

（１） 公募型プロポーザル方式手続き開始の公告 

広告文（様式第１号）にてホームページに掲載する。 
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（２） 参加申込書・企画提案書・参考見積書等の提出 

   以下により参加申込書を提出すること。 

① 提出書類： 

（ア） 公募型プロポーザル方式参加申込書（様式第２号）１部 

（イ） 企画提案書（様式第６号） 正本１部（要押印） 

               副本１２部（押印不要） 

※任意様式の場合は、Ａ４サイズ両面印刷２０ページ以内とする。 

・システム構築から運用まで創意工夫をもって提案すること。 

・実施体制及び契約締結からシステム構築、運用までのスケジュールを図示 

すること。 

・仕様書の業務内容について、具体的な提案を行うこと。 

・提案趣旨やアピールポイントなどを簡潔に分かりやすく記述すること。 

・交付システム操作や画面イメージなど分かりやすく記述すること。 

（ウ）参考見積書（様式第７号）１部 

 ・人件費、事業費などが分かる内訳書を添付すること。 

上記のほかに全ての提出書類の電子データ（ＰＤＦファイル形式）を記録した 

電子媒体を１部提出するものとする。 

② 提出期間：令和８年５月１８日（月）から５月２５日（月）まで 

（受付時間は午前９時から午後５時までとする。ただし、正午から午後１時までの

時間を除く。最終日にあっては午後４時までとする。） 

③ 提出場所：寒河江市デジタル戦略課 

④ 提出方法：持参又は郵送（必着）によるものとする。 

※郵送の場合、提出期限内に必着させるとともに、書留等の配達記録が残る方法を 

利用するものに限る。 

⑤ その他：提案内容に疑義が生じた場合は、申込者へ確認を行うことがある。 

（３） 審査結果及び決定通知 

審査結果は寒河江市公募型プロポーザル方式の審査に係る審査結果並びに選定者の

決定について（通知）（様式第３号）により通知する。 

（４）質問書の提出 

事業内容や実施要領等に質問がある場合は、以下により質問書を提出すること。 

① 提出書類：質問書（様式第４号） 

② 提出期限：令和８年５月１５日（金）午後４時まで 

③ 提出場所：寒河江市デジタル戦略課 

④ 提出方法：電子メール（digital@city.sagae.yamagata.jp）まで 

※電子メール送信後に電話にて電子メールの到着を確認すること。 

（電話０２３７－８５－１９３５：直通） 
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（５） 質問書の回答 

回答書（様式第５号）にて回答をホームページに掲載する。また質問事項の内容によ 

っては、実施要領の追加又は修正する場合がある。その場合も同様にホームページに 

掲載する。 

（６）その他 

様式等は市ホームページ「入札情報」からダウンロードすること。 

 

９ 審査 

 寒河江市プロポーザル審査委員会設置要綱に基づき実施する。 

（１） 企画提案・ヒアリング 

審査委員会は、企画提案について以下の審査基準に基づいて評価し、最も優れて 

いる提案者（以下、「受注候補者」という。）１者と次点者１者を決定する。 

 プレゼンテーション（１５分以内）及び質疑応答（５分以内）を予定。日程につ

いては別途通知する。なお、プレゼンテーション時の追加資料の提出及び提示は認

めない。パワーポイント等で資料を作る場合は、企画提案書に沿って作成すること

とし、順番の変更や追加資料の提示をしてはならない。 

※当日はプロジェクター、スクリーンは準備するが、その他必要な機器は提案者 

が準備すること。 

（２） 審査基準 

審査は①審査委員による審査と②機能要件一覧表及び参考見積書による加点の合算

により実施する。 

① 審査委員による審査 

審査委員と市民生活課長、担当課長にて審査する。一人当たり持ち点１００点と

する。 

企画提案書 

評価項目 審査基準 配点 

会社概要・実績 本業務を遂行可能と判断できる実績を有し

ているか。また、外部認証機関から情報セキ

ュリティ等の認証を受け、個人情報の保護・

管理に取り組んでいるかについて評価する。 

５ 

実施体制・スケジ

ュール 

実施体制及び業務分担に偏りがないのか等、

業務実施体制とスケジュールの妥当性につ

いて評価する。 

１０ 

基本的な考え方

（コンセプト） 

交付システムの基本的な考え方や経費抑制

のための対策が取られているか。導入イメー

ジ等は、本市の導入目的に沿ったものかを評

１５ 
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価する。 

提案システムの

概要 

提案するシステムの特長、拡張性、ペーパー

レス化、データ連携、バックアップなど適切

に対応されているものか。また、本市職員の

事務効率化に資するものであるかを評価す

る。 

２０ 

ハードウェア・キ

オスク端末 

サーバの選定理由、ハードウェアの機器構成

は証明書交付センターとの連携が十分なも

のであるかを評価する。また、キオスク端末

においても利用者にとって操作しやすいも

のであるかを評価する。 

１０ 

安全対策 プライバシー保護やシステム機器・データセ

ンターに有効なセキュリティ対策が実施さ

れているかを評価する。 

１０ 

サポート体制 障害発生時の対応、システム操作、内容等に

関する問い合わせ等のサポート体制を評価

する。 

１０ 

教育・研修 職員への教育・研修の支援について評価する。 ５ 

利用者増加のた

めの提案 

システム導入後、コンビニ交付利用者を増加さ

せる方策を評価する。 
１０ 

プレゼンテーシ

ョン 

プレゼンテーション及びヒアリングが分か

りやすく、説得力があるか。質疑応答に適切

に対応しているかを評価する。 

５ 

小計 １００ 

② 要求仕様及び参考見積書による加点 

評価 項目 審査基準 配点 

要求一覧表 提出のあった機能要求仕様一覧の対応状況

を評価する。（対応可能なものについて１点

加算する。対応不可なものについて補足説明

等にて妥当と判断した項目は１点加算する） 

９８ 

参考見積書 参考見積額の高低について評価する。価格

点は以下の計算式で算出した点数を加点す

る。 

１００×（最低見積額÷評価見積額） 

 

１００ 
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１０ 契約 

 審査により決定した受注候補者と随意契約により契約締結の交渉を行う。詳細な契約内

容については、その交渉時において仕様書の変更調整を行う場合がある。その後、再度見

積り徴収の上随意契約締結とする。 

 

１１ 失格事項 

 本プロポーザルの提案者若しくは提出された企画提案書が、次のいずれかに該当する場

合は、その提案を失格とする。 

（１） 企画提案書の提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合。 

（２） 企画提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しない場合。 

（３） 提出された参考見積額が提案上限額を超過している場合。 

（４） 企画提案書等提出期限後に参考見積書内の金額に修正を行った場合。 

（５） プレゼンテーション・ヒアリングに出席しなかった場合、担当者（協力会社を含

む）以外の者が出席した場合。 

（６） 虚偽の内容が記載されていると判断した場合。 

（７） 審査結果に影響を与えるような工作が行われた場合。（行われたと疑われる場合も

含む） 

 

１２ 応募者が多数の場合の取扱い 

 応募者が多数の場合、企画提案書等の書面審査による一次審査を行う場合がある。この

場合、上位数社を一次審査通過者とし、一次審査通過者を対象としたプレゼンテーション

等への通知を行う。一次審査非通過者については別途通知する。 

 

１３ 応募者が１者又はない場合の取扱い 

（１）応募の結果、応募者が１者の場合、審査委員会による審査を実施し、企画提案書の

平均点数が６０点以上となった場合業務を適切に実施できると判断し、当該者を受

注候補者として決定する。 

（２）応募者がない場合は審査委員会に諮ったうえで再度募集するものとする。 

 

１４ その他留意事項 

（１） 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。 

（２） 提出書類に虚偽の記載をした場合には、提出書類を無効とするとともに、指名停止

措置を行うことがある。 

（３） 原則、提出書類は返却しない。なお、審査の過程で複製を作成することがある。 

（４） 書類の作成、提出及びその説明に係る経費は、提案者の負担とする。 

（５） 審査結果等に関する問い合わせ、異議申し立ては受け付けないものとする。 
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（６） 応募者の個人情報の取扱いについては、審査においてのみ利用する。 

 

１５ 担当部署 

 本業務の担当部署は次のとおりとする。 

 〒９９１－８６０１ 山形県寒河江市中央一丁目９番４５号 

 寒河江市デジタル戦略課 

 電話番号：０２３７－８５－１９３５（直通） 

 ファックス：０２３７－８６－７２２０ 

 電子メール：digital@city.sagae.yamagata.jp 


